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人
権
擁
護
大
会
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
日
規
則
第
二
十
五
号
）

改
正

昭
和
四
六
年

九
月
一
八
日

同

五
九
年

三
月
一
六
日

平
成
一
三
年
一
一
月
二
〇
日

同

一
五
年

五
月
三
〇
日

同

二
一
年

二
月
一
九
日

令
和

三
年

九
月
一
六
日

第
一
条

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
弁
護
士
の
使
命
に
基
づ
き
、
人

権
問
題
の
調
査
、
研
究
と
人
権
思
想
の
高
揚
に
資
す
る
た
め
、
毎

年
又
は
隔
年
一
回
人
権
擁
護
大
会
（
以
下
大
会
と
い
う
。
）
を
開

催
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

隔
年
一
回
開
催
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
二
条

大
会
に
お
い
て
は
、
当
会
の
人
権
擁
護
に
関
す
る
活
動
状

況
を
報
告
、
発
表
し
、
重
要
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
宣
言
又
は

決
議
を
す
る
。

２

大
会
の
行
事
と
し
て
、
研
究
会
、
討
論
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
そ

の
他
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
条

大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
あ
た
る
た
め
、
大
会
開
催
日
の

五
ケ
月
前
ま
で
に
、
人
権
擁
護
委
員
会
及
び
会
長
の
指
定
す
る
各

種
委
員
会
が
指
名
す
る
委
員
若
干
名
並
び
に
会
長
の
指
名
す
る
会

員
若
干
名
を
も
つ
て
人
権
擁
護
大
会
運
営
委
員
会
（
以
下
運
営
委

員
会
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
。

２

運
営
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
選
出
委
員
会
の
任
期
満
了
ま

で
の
間
で
大
会
に
関
す
る
事
務
の
完
結
の
と
き
ま
で
と
す
る
。

３

運
営
委
員
会
の
委
員
長
は
、
人
権
擁
護
委
員
会
の
委
員
長
が
こ

れ
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
委
員
長
の
定
め
る
委
員
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
四
条

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
運
営
委
員
会
を
組
織
す
る
ま
で
の

間
、
人
権
擁
護
大
会
準
備
委
員
会
（
以
下
準
備
委
員
会
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

準
備
委
員
会
は
、
運
営
委
員
会
の
組
織
を
ま
つ
て
着
手
し
て
は

遅
き
に
失
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
準
備
す
る
も
の
と

す
る
。

３

準
備
委
員
会
の
委
員
及
び
委
員
長
は
、
前
条
に
準
じ
て
選
任
す

る
。

４

準
備
委
員
会
は
、
運
営
委
員
会
に
事
務
を
引
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

第
五
条

大
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

大
会
の
開
催
日
、
開
催
地
、
行
事
及
び
そ
の
主
題
は
、
開
催
地
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の
弁
護
士
会
の
意
見
を
徴
し
た
う
え
、
準
備
委
員
会
又
は
運
営
委

員
会
の
議
を
経
て
、
理
事
会
で
決
定
す
る
。

３

研
究
会
、
討
論
会
等
の
行
事
の
主
題
に
関
し
て
は
、
会
員
は
、

何
時
で
も
準
備
委
員
会
又
は
運
営
委
員
会
に
対
し
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

準
備
委
員
会
又
は
運
営
委
員
会
は
、
そ
の
議
を
経
て
、
市
民
に

よ
る
大
会
の
傍
聴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

各
種
委
員
会
、
各
弁
護
士
会
、
各
弁
護
士
会
連
合
会
及
び

会
員
（
弁
護
士
法
人
で
あ
る
会
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

大
会
に
附
す
べ
き
宣
言
案
、
決
議
案
そ
の
他
の
議
案
を
大
会
開
催

日
の
三
ケ
月
前
ま
で
に
、
理
由
を
附
し
て
運
営
委
員
会
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
会
員
は
所
属
弁
護
士
会
を
通
じ
て

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
所
属
弁
護
士
会
は
、
意

見
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

運
営
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
関
連
委
員
会
の

意
見
を
徴
し
た
上
遅
滞
な
く
採
否
を
決
定
し
、
不
採
用
と
決
定
し

た
議
案
に
つ
い
て
は
、
速
か
に
そ
の
旨
を
理
由
を
附
し
て
議
案
提

出
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
長
は
、
運
営
委
員
会
が
採
用
と
決
定
し
た
議
案
を
速
か
に
理

事
会
の
議
に
附
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
長
は
、
速
か
に
理
事
会
の
決
議
の
結
果
を
運
営
委
員
会
及
び
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議
案
提
出
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
事
会
が
承
認
し

な
い
議
案
に
つ
い
て
の
通
知
に
は
、
そ
の
理
由
を
附
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
条

会
長
は
、
前
二
条
に
よ
り
理
事
会
が
決
定
及
び
承
認
し
た

事
項
そ
の
他
大
会
の
開
催
、
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
、
機

関
誌
に
告
示
す
る
他
、
適
当
な
方
法
に
よ
つ
て
会
員
に
周
知
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

大
会
の
議
長
は
、
運
営
委
員
会
の
委
員
長
が
こ
れ
に
あ
た

り
、
議
長
は
副
議
長
二
名
を
指
名
す
る
。

２

議
長
は
、
議
事
に
入
る
に
当
り
、
会
員
中
か
ら
議
事
録
署
名
者

三
名
を
指
名
す
る
。

第
九
条

大
会
に
お
け
る
各
種
報
告
、
発
表
は
、
あ
ら
か
じ
め
運
営

委
員
会
で
決
定
し
た
順
序
及
び
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

第
十
条

大
会
に
附
す
る
議
案
は
、
会
長
が
そ
の
案
を
具
え
、
理
由

を
附
し
た
文
書
を
以
て
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

会
員
は
、
前
条
の
議
案
と
関
連
す
る
事
項
又
は
大
会
に

関
す
る
最
終
運
営
委
員
会
後
の
緊
急
事
項
に
限
り
、
議
場
に
お
い

て
議
案
を
発
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
案
は
、
文
書
を
も

つ
て
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
出
席
会
員
（
委
任
状
に
よ
る
出
席

を
含
ま
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
五
十
人
以
上
の
賛
成
者
が
な
け
れ



- 5 -

ば
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

前
項
の
議
題
に
関
し
て
は
、
先
ず
そ
の
関
連
性
又
は
緊
急
性
に

つ
き
審
議
決
定
し
た
後
、
議
案
の
審
議
に
入
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

大
会
の
議
事
は
、
前
二
条
の
各
議
案
の
順
序
に
従
つ
て

議
題
と
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
は
、
議
場
に
諮
り
、
こ
の
順
序
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

大
会
の
議
決
は
、
出
席
会
員
の
過
半
数
に
よ
る
。
可
否
同
数
の

と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
三
条

会
員
は
、
大
会
で
発
言
す
る
場
合
に
は
、
自
己
の
氏
名

（
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
職
務
上
の

氏
名
を
い
う
。
）
の
ほ
か
所
属
弁
護
士
会
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

大
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
本
規
則
に
定
め
た
ほ
か
、

議
事
規
程
（
会
規
第
九
号
）
第
十
一
条
乃
至
第
二
十
一
条
の
規
定

を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
四
六
年
九
月
一
八
日
改
正

第
七
条
の
二
追

加
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
六
日
改
正
）

- 6 -

第
一
条
乃
至
第
九
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
十
二

条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
〇
日
規
則
第
七
九
号

弁
護
士
法
人
創
設
に
係
る
弁
護
士
法
改
正
に
伴
う

規
則
等
整
備
に
関
す
る
規
則

第
六
条
第
一
項
改

正
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
五
年
五
月
三
〇
日
改
正
）

第
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
か
ら

施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
一
年
二
月
一
九
日
規
則
第
一
四
〇
号

職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
の
制
定
に
伴
う
規

則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

第
一
三
条
改
正
）

抄

１

こ
の
規
則
は
、
職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
八
十

九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
後
略
）

（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
七
日
理
事
会
決
議
で
平
成
二
二

年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
）

附

則
（
令
和
三
年
九
月
一
六
日
改
正
）

第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
九
月
十
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六
日
か
ら
施
行
す
る
。


